
災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定（雛形・通所） 

 

江戸川区（以下「甲」という。）と●●●●●●（以下「乙」という。）との間において、

次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、江戸川区内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災

害時」という。）において、甲が乙の管理する施設の一部を江戸川区地域防災計画に定め

る福祉避難所として利用することについて、必要な事項を定めることを目的とする。 

（利用対象者） 

第２条 本協定により開設する施設が受け入れる対象者（以下「要支援者」という。）は、

次に掲げる避難行動要支援者のうち、社会福祉施設、医療機関等に入所又は入院するこ

とを要さない在宅者をいう。 

（１）要介護認定３以上 

（２）障害支援区分（身体・知的・精神・難病）４以上 

（３）愛の手帳１度及び２度所持者のうち年齢満１８年未満の者 

（４）身体障害者手帳１級から３級所持者のうち年齢満１８年未満の者 

（５）在宅人工呼吸器使用患者 

（６）その他江戸川区長が認めた者 

（家族等の支援者） 

第３条 福祉避難所においては、前条に規定する者のほか、その者の避難所生活における

支援等を行うために、必要な家族等の支援者（以下「支援者」という。）を受け入れるも

のとする。 

（指定施設） 

第４条 本協定に基づき、福祉避難所として指定する施設（以下「本件施設」という。）は

以下のとおりとする。なお、要支援者の受入れは、４㎡につき１人（支援者がいる場合

は４㎡につき２人）の収容を目安とする。 

名称 所在地 使用床面積 収容人数 

●●●●●● ●●●●●● ●㎡ ●人 

 

（受入れ場所） 

第５条 本件施設のうち要支援者及び支援者（以下「要支援者等」という。）の受入れ場所

として使用する範囲は、別紙のとおりとする。 

２ 前項に規定する範囲のほか、本件施設の空床も使用するものとする。 

（目的外使用の禁止） 

第６条 甲は、本件施設を第１条に定める目的以外には使用しないものとする。 

（福祉避難所として利用できる施設の周知） 

第７条 甲は、本件施設を地域住民に周知するよう必要な措置を講ずるものとする。 



（福祉避難所の開設及び管理運営） 

第８条 甲は、災害時において、福祉避難所として利用する必要が生じた場合、乙の指定

した場所を福祉避難所として開設することができるものとする。 

２ 甲は、前項に基づき福祉避難所を開設する際、原則として福祉避難所開設通知書（第

１号様式）によりその旨を通知するものとする。ただし、これによりがたいときは、口

頭又は電話により要請し、その後速やかに書面を提出するものとする。 

３ 乙は、第２項の規定により福祉避難所の開設通知を受けた場合、福祉避難所を開設し、

管理運営を行うものとする。 

４ 乙は、前項の管理運営において、次に掲げる業務を行うものとする。 

（１）要支援者等の日常生活上の支援及び相談 

（２）避難所の管理運営のために必要な当直者の配置 

（３）第２条及び第３条に規定する者の状況の急変等に対応できる体制の確保 

（４）その他甲の要請により、乙が応じられる事項 

５ 甲は、乙に食料品、生活物資等を供給するものとする。 

６ 乙は、福祉避難所の管理運営に係る事故等の責任は負わないものとする。 

（サービスの休止） 

第９条 乙は、前条に基づく福祉避難所の開設通知があったときは、通所介護サービスの

提供を休止し、福祉避難所の管理運営を行う。ただし、自ら被災する等やむを得ない事

情がある場合についてはこの限りではない。 

（施設の緊急点検） 

第１０条 乙は、江戸川区内のいずれかの地域で震度５強以上の地震が発生した場合、夜

間、休日等の別を問わず、速やかに本件施設の緊急点検を行わなければならない。 

２ 乙は、前項に規定する緊急点検を行い、本件施設が福祉避難所として使用することが

できることの可否について、一次的判断を行い、甲にその状況等を報告する。 

３ 乙は、自らが被災する等やむを得ない事情により、利用者等の安全確保、本件施設の

緊急点検に対応できない場合は、速やかにその状況を甲に報告するものとする。 

（緊急対応要員） 

第１１条 乙は、福祉避難所を円滑に開設するため、乙の従業員から緊急対応要員を指名

し、平常時においてあらかじめ甲に対して文書により報告するものとする。 

２ 緊急対応要員は、次に掲げる業務を行う。 

（１）本件施設の閉館時における解錠 

（２）本件施設の緊急点検 

（３）発災初期における甲との連絡調整 

（４）要支援者等の受入れ 

（避難者名簿の作成） 

第１２条 乙は、第２条及び第３条の規定により要支援者等を受け入れるときは、要支援

者等の氏名、年齢、住所等を記載した避難者名簿を作成するものとする。 

（ボランティアの派遣要請） 

第１３条 乙は、第２条に規定する者の生活に必要な援助を行うために必要があると認め

たときは、甲に対して、ボランティアの派遣を要請できるものとする。 



（利用対象者の避難手段） 

第１４条 第２条に規定する者の避難手段は、原則として支援者が行うものとする。ただ

し、支援者による移送が困難であると判断した場合は、甲が移送支援を行うものとする。 

２ 甲は、前項に規定する移送支援を行う場合、乙に協力を求めることができる。 

（連絡責任者） 

第１５条 甲及び乙は、あらかじめ連絡責任者を定め、災害時において、速やかに相互に

連絡を取るものとする。 

（情報の交換） 

第１６条 甲及び乙は、本協定に定める事項を円滑に推進するため、平素から情報交換を

行い、緊急時に備えるものとする。 

２ 乙は、本件施設について、福祉避難所としての利用が不可能となる事由が生じた場合、

又は本件施設の現状に重要な変更を加えようとする場合には、その旨を遅滞なく甲に報

告する。 

（開設期間） 

第１７条 福祉避難所の開設期間は、災害発生の日から７日以内とする。ただし、災害の

状況により期間を延長する必要がある場合、甲は乙に対して使用許可期限延長の申請を

するものとする。 

（福祉避難所の終了） 

第１８条 甲は、災害の危険がなくなった場合、又は避難者を本件施設以外へ誘導した場

合など、本件施設の福祉避難所としての利用を終了する際は、乙に福祉避難所使用終了

届（第２号様式）を提出するとともに、本件施設を原状に復し、乙の確認を受けた後、

乙に引き渡すものとする。 

２ 甲は、乙が早期に通常の施設運営を再開できるよう配慮するとともに、当該福祉避難

所の早期閉鎖に努めるものとする。 

（備蓄及び訓練） 

第１９条 甲及び乙は、災害時に備えて、飲料水及び食料等の備蓄に努めるものとする。 

２ 乙は、甲から要請があった場合には、甲が実施する防災訓練等に参加協力するものと

する。 

（費用負担） 

第２０条 福祉避難所の管理運営に係る費用及び避難者によって本件施設に生じた損害は、

甲が負担するものとする。 

２ 甲が負担する費用は、災害直前における適正な価格を基準として、甲乙協議の上、決

定する。 

３ 甲が負担する管理運営に係る費用については、次の範囲とする。 

（１）要支援者及び支援者の支援に係る物資等の費用及び光熱費等 

（２）要支援者及び支援者の移送に係る燃料等の経費 

（３）第９条の規定によりサービスを休止したことによる損失補償 

（４）その他の業務で、甲が必要と認めるもの 

（請求及び支払） 

第２１条 乙は前条に定めた費用を甲に請求する場合は、避難所使用費用請求書（第３号



様式）により、請求するものとする。 

２ 甲は、乙から前項の規定による請求を受けたときから１か月以内に、乙指定の金融機

関口座に送金し、当該費用を支払うものとする。なお、送金手数料は甲の負担とする。 

（意見交換会） 

第２２条 甲及び乙は、必要に応じ、本協定の実施について必要な意見交換会を開催し、

必要があれば見直しを行うものとする。 

（損害補償） 

第２３条 福祉避難所の開設及び管理運営業務に係る従事者の損害補償は、「災害に際し応

急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」（昭和４１年６月７日江戸川区条例

第１０号）によるものとする。 

（有効期間） 

第２４条 本協定の有効期間は、協定締結日から１年間とする。ただし、甲乙いずれから

も協定の解除又は変更の申出がない場合、本協定は更に１年間延長されるものとし、以

後も同様とする。 

（協議） 

第２５条 本協定に定めのない事項又は条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、

決定するものとする。 

 

 本協定書は、２通作成し甲乙それぞれ記名押印の上、各１通を保有する。 

 

令和●年●月●日 

 

甲  東京都江戸川区中央一丁目４番１号 

 

江戸川区長   斉 藤   猛 

 

 

乙  東京都江戸川区●●●丁目●番●号 

●●●●● 

代 表 者 名   ● ● ● ● 



（第１号様式） 

福祉避難所開設通知書 

  

  年   月  日 

協定団体名 

代表者役職 代表者名  殿 

江戸川区長 斉 藤  猛 

 

 

「災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定」第●条第●項の規定によ

り、下記のとおり福祉避難所を開設します。 

 

記 

 

開設通知 

担 当 者 

氏   名  

電 話 番 号  

通知日時 
令 

和 
 年  月  日  曜  時  分 

開設理由 

（災害名等） 

 

履行場所 

☐ 施設名 部屋名[定員●名] ☐ 施設名 部屋名[定員●名] 

☐ 施設名 部屋名[定員●名] ☐ 施設名 部屋名[定員●名] 

☐ 施設名 部屋名[定員●名] ☐ 施設名 部屋名[定員●名] 

履行期間 
令 

和 
 年  月  日 ～ 

令 

和 
 年  月  日 

備  考 

※履行期間は、災害発生の日から７日以内とする。 

 



（第２号様式） 

福祉避難所使用終了届 

 

  年    月    日 

協定団体名 

代表者役職 代表者名  殿 

江戸川区長 斉 藤  猛 

 

 

「災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定」第●条第●項の規定によ

り、利用した貴施設について下記のとおり終了とします。 

 

記 

 

届出担当者 

所 属 名  

氏   名  

電 話 番 号  

履行場所 

☐ 施設名 部屋名[定員●名] ☐ 施設名 部屋名[定員●名] 

☐ 施設名 部屋名[定員●名] ☐ 施設名 部屋名[定員●名] 

☐ 施設名 部屋名[定員●名] ☐ 施設名 部屋名[定員●名] 

履行期間 
令 

和 
 年  月  日 ～ 

令 

和 
 年  月  日 

施設の復旧 

原 

状 

回 

復 

箇 

所 

☐ 無 

☐ 有（以下に詳細を記入） 

備  考 

※履行期間は、災害発生の日から７日以内とする。 

 



（第３号様式） 

避難所使用費用請求書 

 

  年    月    日 

江戸川区長 斉 藤  猛 殿 

協定団体名 

代表者役職 代表者名 

 

 

「災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定」第●条第●項の規定により、

下記のとおり請求します。 

 

記 

 

 

１ 請 求 額     金               円（税込） 

 

２ 内   訳 

内容 単価 数量 金額 備考 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

合計     

 


